
実 質 収 支 に 関 す る 調 書



一般会計

一般会計

金 額

千円
１ 2,407,650,449

２ 2,383,595,596

３ 24,054,853

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 9,627,349

(3) 事故繰越し繰越額 316,509

計 9,943,858

５ 14,110,995

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

特別会計 県有環境林等

県有環境林等

金 額

千円
１ 7,162,621

２ 7,162,621

３ 0

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 0

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源
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港湾整備事業

港湾整備事業

金 額

千円
１ 4,011,127

２ 3,914,554

３ 96,572

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 96,572

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

公共事業用地先行取得事業

公共事業用地先行取得事業

金 額

千円
１ 0

２ 0

３ 0

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 0

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源
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県営住宅事業

県営住宅事業

金 額

千円
１ 28,784,790

２ 28,743,878

３ 40,912

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 1,332

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 1,332

５ 39,580

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

勤労者総合福祉施設整備事業

勤労者総合福祉施設整備事業

金 額

千円
１ 1,780,688

２ 1,780,688

３ 0

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 0

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源
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庁用自動車管理

庁用自動車管理

金 額

千円
１ 139,047

２ 139,047

３ 0

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 0

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

公債費

公債費

金 額

千円
１ 504,352,376

２ 504,352,376

３ 0

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 0

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源
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自治振興助成事業

自治振興助成事業

金 額

千円
１ 1,424,628

２ 482,059

３ 942,569

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 942,569

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

母子父子寡婦福祉資金

母子父子寡婦福祉資金

金 額

千円
１ 355,812

２ 185,036

３ 170,776

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 170,776

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源
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小規模企業者等振興資金

小規模企業者等振興資金

金 額

千円
１ 7,418,609

２ 6,040,444

３ 1,378,164

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 1,378,164

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

農林水産資金

農林水産資金

金 額

千円
１ 2,041,149

２ 1,368,689

３ 672,460

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 672,460

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源
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地方消費税清算

地方消費税清算

金 額

千円
１ 517,029,979

２ 516,614,161

３ 415,817

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 415,817

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源

国民健康保険事業

国民健康保険事業

金 額

千円
１ 509,224,971

２ 502,492,155

３ 6,732,815

(1) 継続費逓次繰越額 0

(2) 繰越明許費繰越額 0

(3) 事故繰越し繰越額 0

計 0

５ 6,732,815

(注) 千円未満は端数切捨て

実 質 収 支 額

６
実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 の ２ の

0
規 定 に よ る 基 金 繰 入 額 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

４ 翌年度へ繰り越すべき財源
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